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労働保険料の電子納付について

 

    電子納付の御利用方法

 

 ここでは例として、パソコンからのインターネットバンキングによる
電子納付とＡＴＭによる電子納付の御利用方法を説明します。な
お、ここで説明するのは一例ですので、実際は金融機関によって
画面の構成などが変わります。ご了承ください。 

 
 例１ パソコンでのインターネットバンキングによる電子納付 
 
 例２ ＡＴＭによる電子納付
 
 
 

 パソコンでのインターネットバンキングによる電子納付

 
 パソコンでのインターネットバンキングによる電子納付のご利用方法は以下のとおりで
す。
 
 
１．金融機関のインターネットバンキングにログイン後、「税金・各種料金の払込み」をク
リックしてください。
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２．収納機関番号に「００４００」を入力して、「次へ」をクリックしてください。

 

 
 
３．払込先が労働保険料等（国庫金）であることを確認してください。問題がなければ納
付番号と確認番号を入力して、「次へ」をクリックしてください。
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４．払込の内容を確認してください。問題がなければ、払込書情報の「選択」にチェックを
入れて「次へ」をクリックしてください。
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５．払込みの内容を最終確認して、問題がなければ「次へ」をクリックしてください。
 

 
 
６．インターネットバンキングのパスワードを入力して、「払込」をクリックしてください（イン
ターネットバンキングのパスワードは厚生労働省の用意するものではありません。御注
意ください）
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７．払込が完了すると結果画面が表示されます。払込の結果を確認してください。

 

 
 
以上でパソコンでのインターネットバンキングによる電子納付は完了となります。
 
 
 

 ＡＴＭによる電子納付

 
 ＡＴＭによる電子納付のご利用方法は以下のとおりです。
 
 
１．［税金・料金払込み］を押してください。
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２．厚生労働省の収納機関番号「００４００」を入力して［確認］を押してください。
 

 
 
３．「納付番号」と「確認番号」を入力して、［確認］を押してください。
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４．払込みの内容が表示されるので、問題なければ［確認］を押してください。
 

 
 
５．支払いの方法を選択する画面が表示されます。ここでは例として［キャッシュカード］
を選択します。
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６．キャッシュカードの挿入を促す画面が表示されるので、キャッシュカードをＡＴＭに挿
入してください。

 

 
 
７．キャッシュカード挿入後、暗証番号を入力してください。
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８．暗証番号入力後、口座から労働保険料が納付され、確認の画面が表示されます。

 

 
 
９．以下のような明細表が印刷されます。明細票は大切に保管してください。
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以上でＡＴＭによる電子納付は完了となります。
 
 
 

ページの先頭へ

労働保険適用徴収・電子申請のトップページに戻る
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